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(平成29． 12． 12民二印）

配布資料目録

裁決書（案）

送付書（案） （審査請求人宛て)

送付書（案） （処分庁宛て）

司法行政不服審査請求書(平成■■年■月■■日付け)写し
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資料1

(平成29． 12． 12民二印）

決
卦
裁

’審査請求人

文王

’
由理

～

）

、
１
ノ

|_－ l
q

平成29年 月 日

審査庁 最 局 裁 判 所



資料2

最高裁民二第③②④③号

平成29年③翁月⑬e日

審査請求人’ |殿

最高裁判所

審査請求の結果について（送付）

）

’

）



資料3

最高裁民二第鐙⑲④②号

（庶ろ－15-B)

平成29年③⑰月●＠日

処分庁御中

最高裁判所

） 裁決書謄本について（送付）

＝一一

）



資料4

司法行政不服審査請求書

平成■年■■月■日

最高裁判所御中
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事務総局会議資料某Lf
(R月Iミ日開催）Iミ日開催）

6

平成29年12月12日 民三

国際倒産裁判官ネットワーク (JIN)への裁判官の参加について
L

1 J INとは

倒産事件を担当する裁判官が，国境を越えてインフォーマルな形で

情報交換をするネットワーク。シンガポール最高裁判所のイニシアチ

ブにより， 2016 （平成28）年開催の国際会議において発足。
、

）

2 活動内容

・事業再生及び倒産の問題に関する情報及び意見の交換

．国際会議（次回は2018 （平成30)年9月ニューヨーク）

・国際倒産事件の裁判所間の協力のためのガイドラインの策定

3 参加の形態

オブザーバーとして参加

） 4 参加者

・民事局第一課長

・東京地裁判事



事務総局会議資料峯亨
（ （ユ月（三日開催）

(平成29． 12． 12刑二印）

刑事訴訟規則等の一部を改正する規則について

＜配付資料目録＞

刑事訴訟規則等の一部を改正する規則案

刑事訴訟規則等の一部を改正する規則制定理由

１
２
３ 刑事訴訟規則等の 部を改正する規則新旧対照条文一部を

、
、
ｂ
〃
〃

』



(配付資料2）

、

第
刑三

画
ま
で
に
，
９

万
掲
ず

こ
の
規
則
を
制
定
す
る

壹
季

訴
訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
五
十
四
号
。
同
法
附
則
第
一
条
た
だ
し
書
第
一
号
か
ら

理
由

る
規
定
を
除
く
。
）
の
施
行
に
伴
い
、
刑
事
訴
訟
規
則
等
の
規
定
の
整
備
を
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が

理
由
で
あ
る
。

僅
込
○
０
０
．
Ｊ

〉



(配付資料3）

理
由
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
由
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
国
選
弁
護
人
選
任
請
求
書
等
の
提
出
・
法
第
三
十
七
条
（
国
選
弁
護
人
選
任
請
求
書
等
の
提
出
・
法
第
三
十
七
条

の
二
等
）
の
二
等
）

第
二
十
八
条
の
三
刑
事
収
容
施
設
に
収
容
さ
れ
、
又
は
留
第
二
十
八
条
の
三
刑
事
収
容
施
設
に
収
容
さ
れ
、
又
は
留

（
国
選
弁
護
人
選
任
の
請
求
‐
．
法
第
三
十
六
条
等
）
（
国
選
弁
護
人
選
任
の
請
求
・
法
第
三
十
六
条
等
）

第
二
十
八
条
法
第
三
十
六
条
、
第
三
十
七
条
の
二
又
は
第
第
二
十
八
条
法
第
三
十
六
条
、
第
三
十
七
条
の
二
又
は
第

第

三
百
五
十
条
の
十
七
第
一
項

一

条
関
係
ｌ
刑

刑
事
訴

訟
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
新
旧
対
照
条
文

一
軍
言
．

訴
訟
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
三
十
二
号
）

新

の
請
求
を
す
る
に
は
、
そ
の

~､〉
／

三
百
五
十
条
の
三
第
一
垣

）

〆、

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

旧の
請
求
を
す
る
に
は
、

そ
の
理

-I-



3）(配付資料

２
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
刑
事
施
設
の
長
、
留
置
業
務

求
を
す
る
場
合
を
除
き
、
勾
留
を
請
求
さ
れ
て
い
な
い
被

管
理
者
若
し
く
は
海
上
保
安
留
置
業
務
管
理
者
又
は
そ
の

書
記
官
の
面
前
で
行
う
場
合
を
除
き
、
刑
事
施
設
の
長
、

な
い
。
た
だ
し
、
法

Ｉ

置
さ
れ
て
い
る
被
疑
者
が
法
第
三
十
七
条
の
二
又
は
第
三

き
は
、
直
ち
に
こ
れ
を
裁
判
官
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら

代
理
者
は
、
被
疑
者
か
ら
同
項
の
書
面
を
受
け
取
っ
た
と

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

六
条
の
二
に
規
定
す
る
資
力
申
告
書
を
裁
判
官
に
提
出
し

留
置
業
務
管
理
者
若
し
く
は
海
上
保
安
留
置
業
務
管
理
者

司
利
。
Ⅲ
劉
鯛
平
十
七
第
一
項

又
は
そ
の
代
理
者
を
経
由
し
て
、
請
求
書
及
び
法
第
三
十

の
請
求
を
す
る
に
は
、
裁
判
所

）

の
請

記
官
の
面
前
で
行
う
場
合
を
除
き
、
刑
事
施
設
の
長
、
留

置
業
務
管
理
者
若
し
く
は
海
上
保
安
留
置
業
務
管
理
者
又

は
そ
の
代
理
者
を
経
由
し
て
、
請
求
書
及
び
法
第
三
十
六

条
の
二
に
規
定
す
る
資
力
申
告
書
を
裁
判
官
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
刑
事
施
設
の
長
、
留
置
業
務

管
理
者
若
し
く
は
海
上
保
安
留
置
業
務
管
理
者
又
は
そ
の

代
理
者
は
、
被
疑
者
か
ら
同
項
の
書
面
を
受
け
取
っ
た
と

き
は
、
直
ち
に
こ
れ
を
裁
判
官
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
法

を
す
る
場
合
を
除
き
、
勾
留
を
請
求
さ
れ
て
い
な
い
被
疑 ｌ

置
さ
れ
て
い
る
被
疑
者
が
法
第
三
十
七
条
の
二
又
は
第
三

の
三
堂
宗
一
鱈

鴎
』

第
ヨ
ニ
百
五
十
条
の
三
第
一
項

の
請
求
を
す
る
に
は
、
裁
判
所
書

の
請
求

ｰワー
ー



(配付資料3）

第
三
十
八
条
（
略
）

３
～
５
（
略
）

２
調
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な

到
法

被
疑
者
が
勾
留
を
請
求
さ
れ
た
後
直
ち
に
こ
れ
を
裁
判
官

疑
者
か
ら
前
項
の
書
面
を
受
け
取
っ
た
場
合
に
は
、
当
該

四I ら
な
い
。

に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
三
（
略
）

（
証
人
等
の
尋
問
調
書
）

採
っ
た
こ
と
並
び
に
証
人
に
付
き
添
っ
た
者
の
氏
名
及

側
Ｈ
詞
列
記
川
劃
謝
問
を
行
っ
た
こ
と
。

の
二
埜
宋
一
宿
声
々
合
口
右
岸
胆
牢

） に
規
定
す
る
措
置
を

者
か
ら
前
項
の
書
面
を
受
け
取
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
被

疑
者
が
勾
留
を
請
求
さ
れ
た
後
直
ち
に
こ
れ
を
裁
判
官
に

送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
～
５
（
同
上
）

（
証
人
等
の
尋
問
調
書
）

第
三
十
八
条
（
同
上
）

２
調
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な

’四
法

ら
な
い
。

一
～
三
（
同
上
）

（
新
設
）

採
っ
た
こ
と
並
び
に
証
人
に
付
き
添
っ
た
者
の
氏
名
及

）

の
一
扇
宗
一
鱈

に
規
定
す
る
措
置
を

－3－



(配付資料3）

3

’八
法

匂
法

六I’
’

九
・
十

録
媒
体
を
除
く

証
人
の
尋
問
及
び
供
述
並
び
に
そ
の
状
況
を
記
録
し
た
記

す
る
方
法
に
よ
り
証
人
尋
問
を
行
っ
た
こ
と
。

び
そ
の
者
と
証
人
と
の
関
係

調
書

を
記
録
媒
体
に
記
録
し
た

との
同
意
を
得
て
そ
の
尋
問
及
び
供
述
並
び
に
そ
の
状
況

の
種
類
及
び
数
量

法と
◎

詞
割
引
到
州
科
副
調
の
六
第
三
項

へ

法 へ

略
。 ー

次
項
及
び
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
規
定
す
る
措
置
を
採
っ
た

こ

と
並
び
に
そ
の
記
録
媒
体

） の
規
定
に
よ
り
証
人

の
規
定
に
よ
り

に

規
定

’
’
八
・
九
（

３
調
書
（
法

’七
法

到
法

こ
と

対
法

証
人
の
尋
問
及
び
供
述
並
び
に
そ
の
状
況
を
記
録
し
た
記

録
媒
体
を
除
く
。
次
項
及
び
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

び
そ
の
者
と
証
人
と
の
関
係

よ
り
証
人
尋
問
を
行
っ
た
こ
と
。

を
記
録
媒
体
に
記
録
し
た
こ
と
並
び
に
そ
の
記
録
媒
体

の
同
意
を
得
て
そ
の
尋
問
及
び
供
述
並
び
に
そ
の
状
況

の
種
類
及
び
数

第
百
五
十
七
条
の
四
第

謂
司
蜀
判
刊
も
冬
余
豐
四
第
一
項

同
上

）
…

量

に
規
定
す
る
措
置
を
採
っ
た

一
一

項

に
規
定
す
る
方
法
に

の
規
定
に
よ
り
証
人

の
規
定
に
よ
り

－4－



(配付資料3）

第
四
十
四
条

７
法

４
～
６’

二
十
四

体
が
そ
の
一
部
と
さ
れ
た

さ
せ
、
又
は
供
述
者
に
閲
覧
さ
せ
て
、
そ
の
記
載
が

調
書
上
明
ら
か
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

な
い
か
ど
う
か
を
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
な
け
れ
ば
な
ら
な

は
、
裁
判
所
書
記
官
を
し
て
こ
れ
を
供
述
者
に
読

一
～
二
十
三
（
略
）

へ

公
判
調
書
の
記

へ

略
ー

公
判
調
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載

載
要
件
・
法
第
四
十
八
条
）

い
◎

調
書
に
つ
い
て
は
、
そ
の
旨
を

の
二
第
一
項
各
号
に
帽

の
規
定
に
よ
り
記
録
媒

）

い
◎

み
閉
か

相
違

第
四
十
四
条
公
判
調
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載

７
法
４
～
６
（
同
上
）

体
が
そ
の
一
部
と
さ
れ
た
調
書
に
つ
い
て
は
、
そ
の
旨
を

さ
せ
、
又
は
供
述
者
に
閲
覧
さ
せ
て
、
そ
の
記
載
が
相
違

な
い
か
ど
う
か
を
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

調
書
上
明
ら
か
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
公
判
調
書
の
記
載
要
件
・
法
第
四
十
八
条
）

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

は
、
裁
判
所
書
記
官
を
し
て
こ
れ
を
供
述
者
に
読
み
間
か

一
～
二
十
三
（
同
上
）

（
新
設
）

詞
司
。
封
州
Ｔ
淵
矧
条
の
四
第
三
項

）

の
規
定
に
よ
り
記
録
媒

－5－



(配付資料3）

．
ｕ
川
伺
法

。
Ⅲ
河
到
法

。
判
川
州
法

ゴ
川
刊
対
法
詞
司
到
判
刊
廿
封
剣
叫
到
に
規
定
す
る
措
置
を
採

ヨ
川
河
川
法
第
二
百
九
十
二
条
の
二
第
六
項
に
お
い
て
準

’
’

二
十
九
～
三
十
七

媒
体
の
種
類
及
び
数
量

規
定
す
る
方
法
に
よ
り
証
人
尋
問
を
行
っ
た
こ
と
。

名
及
び
そ
の
者
と
証
人
と
の
関
係

置
を
採
っ
た
こ
と
並
び
に
証
人
に
付
き
添
っ
た
者
の
氏

状
況
を
記
録
媒
体
に
記
録
し
た
こ
と
並
び
に
そ
の
記
録

証
人
の
同
意
を
得
て
そ
の
尋
問
及
び
供
述
並
び
に
そ
の

つ
た
こ
と
。

（
略
）

の
六
第
一
項
又
ほ
第
二
鱈

の
六
牽
宋
三
露

）

に
規
定
す
る
措

の
規
定
に
よ
り に

。
判
型
べ
法

ゴ
Ｊ
川
凹
法

置
を
採
っ
た
こ
と
並
び
に
証
人
に
付
き
添
っ
た
者
の
氏

名
及
び
そ
の
者
と
証
人
と
の
関
係

ゴ
川
可
到
法
詞
刮
剴
刈
荊
Ｈ
愚
剣
叫
ヨ
に
規
定
す
る
措
置
を
採

ゴ
川
呵
廿
法

証
人
の
同
意
を
得
て
そ
の
尋
問
及
び
供
述
並
び
に
そ
の

状
況
を
記
録
媒
体
に
記
録
し
た
こ
と
並
び
に
そ
の
記
録

媒
体
の
種
類
及
び
数
量

二
十
八
～
三
十
六
（
同
上
）

ヨ
Ｊ
川
制
法
第
二
百
九
十
二
条
の
二
第
六
項
に
お
い
て
準

法
に
よ
り
証
人
尋
問
を
行
っ
た
こ
と
。

つ
た
こ
と
。

詞
司
引
五
Ｊ
川
個
久
不
の
四
第
一
項

詞
司
劃
判
制
制
劉
封
の
四
第
二
項

）

の
二
掌
宗
一
頂

に
規
定
す
る
措

に
規
定
す
る
方

の
規
定
に
よ
り

－6－



配付資料 3）（

司
利
呵
刈
法
第
二
百
九
十
二
条
の
二
第
六
項
に
お
い
て
準

四
十
法
第
二
百
九
十
二
条
の
二
第
六
項
に
お
い
て
準
用

Ｉ四
Ｊ
川
匂
決
定
及
び
命
令
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
も
の

叫
川
呵
計
～
四
Ｊ
Ⅱ
河
（
略
）

す
る
者
と
の
関
係

置
を
採
っ
た
こ
と
並
び
に
第
三
十
五
号
に
規
定
す
る
者

用
す
る
法

用
す
る
法
潮
乱
判
叫
Ｈ
Ｈ
刻
剰
叫
到
に
規
定
す
る
措
置
を
採

定
す
る
方
法
に
よ
り
法
第
二
百
九
十
二
条
の
二
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
意
見
の
陳
述
を
さ
せ
た
こ
と
。

す
る
法

に
付
き
添
っ
た
者
の
氏
名
及
び
そ
の
者
と
同
号
に
規
定

つ
た
こ
と
。

の
六
第
一
項
又
は
第
二
室

１
．

に
規
定
す
る
措

に

規

置
を
採
っ
た
こ
と
並
び
に
第
三
十
五
号
に
規
定
す
る
者

に
付
き
添
っ
た
者
の
氏
名
及
び
そ
の
者
と
同
号
に
規
定

す
る
者
と
の
関
係

ヨ
叫
川
川
法
第
二
百
九
十
二
条
の
二
第
六
項
に
お
い
て
準

用
す
る
法
荊
討
判
叫
Ｈ
Ｈ
副
剣
叫
ヨ
に
規
定
す
る
措
置
を
採

っ
た
こ
と
・

司
利
呵
刈
法
第
二
百
九
十
二
条
の
二
第
六
項
に
お
い
て
準

法
に
よ
り
法
第
二
百
九
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
意
見
の
陳
述
を
さ
せ
た
こ
と
。

四
十
～
四
十
五
（
同
上
）

四
Ｊ
Ⅲ
対
決
定
及
び
命
令
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
も
の

用
す
る
法

用
す
る
法

）

の
一
惠
宗
一
躍

に
規
定
す
る
措

に
規
定
す
る
方

－7－



(配付資料3）

四
川
打
刻
法

凹
川
河
川
（
略
）

を
除
く
。

イ
（
略
）

卜
証
人
の
尋
問
及
び
供
述
並
び
に
そ
の
状
況
を
記
録

チ
（
略
）

ロ
証
拠
調
べ
の
範
囲
、
順
序
及
び
方
法
を
定
め
、
又

渕
劉
叫
割
四
脚
ｄ
４
Ｊ
１
（
法
第
二
百
九
十
七
条
）

ハ
ー
へ
（
略
）

媒
体
に
記
録
す
る
旨
の
決
定
（
法
調
割
引
判
村
廿
劉
判
別

六
第
三
項
）

は
変
更
す
る
決
定

又
。
第
百
調

詞
ゴ
コ
副
詞
判
詞
条
詞
二
一
十
二
第
一
号

の
二
惠
弟
一
瑁
一
の
華

）

若
し
く
は

ハ
ー
ヘ
（
同
上
）

卜
証
人
の
尋
問
及
び
供
述
並
び
に
そ
の
状
況
を
記
録

媒
体
に
記
録
す
る
旨
の
決
定
（
法
謁
司
到
叫
Ｈ
Ｈ
副
詞
呵

四
第
二
項
）

チ
（
同
上
）

四
十
七
（
同
上
）

四
Ｊ
Ⅱ
川
法

を
除
く
。

イ
（
同
上
）

ロ
証
拠
調
べ
の
範
囲
、
順
序
及
び
方
法
を
定
め
、
又

は
変
更
す
る
決
定
（
法
第
二
百
九
十
七
条
）

詞
割
「
司
到
對
条
の
八
第
一
号

）

若
し
く
は
第
二

－8－



(配付資料3）

劃
‐
制
法

第
二
号
に
該
当
す
る

、
そ
の
旨

有
罪
で
あ
る
旨
の
陳
述
と
相
反
す
る
か
又
は
実
質
的
に

た
こ
と
を
理
由
と
し
て
即
決
裁
判
手
続
の
申
立
て
を
却

た
訴
因
に
つ
い
て
有
罪
で
あ
る
旨
の
陳
述
を
し
な
か
つ

異
な
っ
た
供
述
を
し
た
こ
と
に
よ
り
同
号
に
該
当
す
るｌ

場
合
に
限
る
。
）
と
な
っ
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
法
第

は
、
被
告
人
が
起
訴
状
に
記
載
さ
れ
た
訴
因
に
つ
い
て

四
項
の
手
続
に
際
し
、
被
告
人
が
起
訴
状
に
記
載
さ
れ

ヨ
詞
ヨ
ガ
十
為
宋
の
二
十
二

下
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨

二
号
又
は
第
四
号
に
該
当
す
る
こ
と
（
同
号
に
つ
い
て

こ

と
又
は

の
決
定
を
取
り
消
し
た
と
き
は

法
第
二
百
九
十
一
条
第

且
第
一
畷
第
一
日

●
１
”

、

第

Ⅲ
川
村
刺
法

ヨ
割
引
刈
判
劇
呵
卿
川
『
の
決
定
を
取
り
消
し
た
と
き
は
、
そ

二
号
又
は
第
四
号
に
該
当
す
る
こ
と
（
同
号
に
つ
い
て

は
、
被
告
人
が
起
訴
状
に
記
載
さ
れ
た
訴
因
に
つ
い
て

有
罪
で
あ
る
旨
の
陳
述
と
相
反
す
る
か
又
は
実
質
的
に

異
な
っ
た
供
述
を
し
た
こ
と
に
よ
り
同
号
に
該
当
す
る

号
に
該
当
す
る
こ
と
又
は
法
第
二
百
九
十
一
条
第
四
項

の
手
続
に
際
し
、
被
告
人
が
起
訴
状
に
記
載
さ
れ
た
訴

因
に
つ
い
て
有
罪
で
あ
る
旨
の
陳
述
を
し
な
か
っ
た
こ

と
を
理
由
と
し
て
即
決
裁
判
手
続
の
申
立
て
を
却
下
し

た
と
き
は
、
そ
の
旨

ｌ

場
合
に
限
る
。
）
と
な
っ
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
法
第

の
』
日

詞
ゴ
コ
ヨ
判
荊
条
の
十
一
第
一
項
第
言

）

、

第

－9－



(配付資料3）

第
五
十

2２
．
３
（
略
）

被
告
人
又
は
弁
護
人
の
請
求
に
よ
り
、
次
回
の
公
判
期
日

詞
司
『
五
判
山
削
調
の
六
第
三
項

関
係
人
の
申
立
て
又
は
陳
述
を
録
音
し
た
録
音
体
又
は
法

に
お
い
て
又
は
そ
の
期
日
ま
で
に
、
前
回
の
公
判
期
日
に

に
整
理
さ
れ
な
か
っ
た
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
検
察
官
、

及
び
供
述
並
び
に
そ
の
状
況
を
記
録
し
た
記
録
媒
体
に
つ

び
供
述
、
被
告
人
に
対
す
る
質
問
及
び
供
述
並
び
に
訴
訟

お
け
る
証
人
、
鑑
定
人
、
通
訳
人
又
は
翻
訳
人
の
尋
問
及

い
て
、
再
生
す
る
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
公
判
調
書
未
整
理
の
場
合
の
録
音
体
の
再
生
等
）

へ

略二
ー

条
の
十
九

公
判
調
書
が
次
回
の
公

の
規
定
に
よ
り
証
人
の
尋
問

、
、
、
，
，
〃
″

判
期
日
ま
で

２
（
同
上
）

（
公
判
調
書
未
整
理
の
場
合
の
録
音
体
の
再
生
等
）

第
五
十
二
条
の
十
九
公
判
調
書
が
次
回
の
公
判
期
日
ま
で

に
整
理
さ
れ
な
か
っ
た
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
検
察
官
、

被
告
人
又
は
弁
護
人
の
請
求
に
よ
り
、
次
回
の
公
判
期
日

に
お
い
て
又
は
そ
の
期
日
ま
で
に
、
前
回
の
公
判
期
日
に

お
け
る
証
人
、
鑑
定
人
、
通
訳
人
又
は
翻
訳
人
の
尋
問
及

び
供
述
、
被
告
人
に
対
す
る
質
問
及
び
供
述
並
び
に
訴
訟

関
係
人
の
申
立
て
又
は
陳
述
を
録
音
し
た
録
音
体
又
は
法

及
び
供
述
並
び
に
そ
の
状
況
を
記
録
し
た
記
録
媒
体
に
つ

い
て
、
再
生
す
る
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
．
３
（
同
上
））

の
規
定
に
よ
り
証
人
の
尋
問

- 10-
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第
百
七
条
の
二
法

２

（
略
）

I
定
、
法
荊
割
引
判
制
刊
曇
剣
叫
到
に
規
定
す
る
措
置
を
採
る
旨
、

規
定
す
る
方
法
に
よ
り
証
人
尋
問
を
行
う
旨
の
決
定
並
び

び
に
そ
の
状
況
を
記
録
媒
体
に
記
録
す
る
旨
の
決
定
は
、

公
判
期
日
前
に
す
る
場
合
に
お
い
て
も
、
こ
れ
を
送
達
す

る
こ
と
を
要
し
な
い
。

Ｉ
に
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
証
人
の
尋
問
及
び
供
述
並

五
十
七
条
の
四
第
一
項

の
決
定
、
法

（
決
定
の
告
知
・
法
第
百
五
十
七
条
の
二
等
）

の
三
竺
宋
一
項
の
鑿

謂
司
蜀
判
詞
七
冬
余
エ
ハ
第
一
項
及
び
第
二
項

‐Ｉ第百五十七条の二第一項及び第百

に
規
定
す
る
措
置
を
採
る
旨
の
決

廷
、
、
１
，
〃
』

一
二に

第
百
七
条
の
二
法

２
（
同
上
）

定
す
る
措
置
を
採
る
旨
の
決
定
、
法
第
百
五
十
七
条
の
四

第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
証
人
尋
問
を
行
う
旨
の

決
定
並
び
に
同
‐
銅
劉
到
斗
凰
の
規
定
に
よ
り
証
人
の
尋
問
及

び
供
述
並
び
に
そ
の
状
況
を
記
録
媒
体
に
記
録
す
る
旨
の

決
定
は
、
公
判
期
日
前
に
す
る
場
合
に
お
い
て
も
、
こ
れ

を
送
達
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

る
措
置
を
採
る
旨
の
決
定
、
法
劉
司
判
到
制
刊
劇
司
叫
ヨ
に
規

（
決
定
の
告
知
・
法
第
百
五
十
七
条
の
二
等
）

）

第
百
五
十
七
条
の
二
第
一
項

に
規
定
す

- ll -



(配付資料3）

第
百
十

2

Ｉ
す
る
。

｡

を
し
な

へへ

尋
問
上
の
注
意

証
人
が
裁
判
所
の
構
内Ｉ

証
言
拒
絶
権
の
告
知
等

一
一
一

条し、

場
合
で
も
、

へ

略
、ー

在
廷
証
人

こ
れ
を
尋
問
す
る
こ
と
が
で
き
る

法
第
百
四
十

）

に
い
る
と
き
は
、
召
喚

）

六
条
等
…

第
百
十

2
（
新
設
）

い へへ

証 場
合
で
も

尋
問
上
の
注

証
人
が
裁
判
所
の
構
内
に
い
る
と
き
は
、
召
喚
を
し
な

二
一
巨

一
一
一

拒
絶
権

条

、

） へ

室
忌
、

同
上

ｌ
の
告
知

こ
れ
を
尋
問
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

在
廷
証
人

…

法
第
百
四
十
六
条
等

ー

…

‐ 12－



(配付資料3）

2131 第
百廿

剰
詞
個
到
判
園
剃
川
副
封
旬
鯏
刺
仙
事
謂
叩
追
認
娑
賞
け
、
又
は
有
罪
判

二

十
一
条

ノ
ハ
一

へ

略
…

）

一
』

第
百

（
新
設

へ

新
設 一

一

……

十
一
条

）
へ

同
上
ー

･ 13-



(配付資料3）

41第
百
二
十
七
条
受
命
裁
判
官
又
は
受
託
裁
判
官
が
証
人
を

第
百
三
十
四
条
（
略
）

３
（
略
）

２
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
劉
司
引
叫
刑
制
封
剣
叫
対

調
呵
「
項
に
規
定
す
る
記
録
媒
体
は
、
謄
写
す
る
こ
と
が
で

裁
判
所
が
こ
れ
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

尋
問
す
る
場
合
に
お
い
て
も
、
第
百
六
条
第
一
項
か
ら
第

三
項
ま
で
及
び
第
五
項
、
第
百
七
条
か
ら
第
百
九
条
ま
で

き
な
い
。

（
受
命
、
受
託
裁
判
官
の
尋
問
・
法
第
百
六
十
三
条
）

（
鑑
定
の
た
め
の
閲
覧
等
）

へ

略
…

並
び
に
前
条
の
手
続
は
、

、
、
１
８
〃
〃

２
（
同
上
）

（
受
命
、
受
託
裁
判
官
の
尋
問
・
法
第
百
六
十
三
条
）

第
百
二
十
七
条
受
命
裁
判
官
又
は
受
託
裁
判
官
が
証
人
を

尋
問
す
る
場
合
に
お
い
て
も
、
第
百
六
条
第
一
項
か
ら
第

三
項
ま
で
及
び
第
五
項
、
第
百
七
条
か
ら
第
百
九
条
ま
で

並
び
に
前
条
の
手
続
は
、
裁
判
所
が
こ
れ
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
鑑
定
の
た
め
の
閲
覧
等
）

第
百
三
十
四
条
（
同
上
）

２
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
第
百
五
十
七
条
の
四

調
剖
斗
劇
に
規
定
す
る
記
録
媒
体
は
、
謄
写
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
。

３
（
同
上
）

、
〕

－ 14－



(配付資料3）

第
二
百
二
条
裁
判
長
は
、
被
告
人
、
証
人
、
鑑
定
人
、
通

第
二
百
十
条
の
七
（
略
）

２
法
第
二
百
九
十
二
条
の
二
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る

釧
對
割
引
割
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
）
で
．

置
を
採
る
場
合

訳
人
又
は
翻
訳
人
が
特
定
の
傍
聴
人
の
面
前
（
証
人
に
つ

充
分
な
供
述
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
思
料
す
る
と
き

法
謝
割
引
叫
判
Ｈ
削
剥
剛
Ｉ
剛
に
規
定
す
る
措
置
を
採
る
旨
の
決

は
、
そ
の
供
述
を
す
る
間
、
そ
の
傍
聴
人
を
退
廷
さ
せ
る

い
て
は
、
法

こ
と
が
で
き
る
。

（
傍
聴
人
の
退
廷
）

（
準
用
規
定
）

謂
判
司
到
判
山
剖
粂
の
五
第
二
項

､
'

に
規
定
す
る
措

の
六
結
弟
一
禧
雰
喝

（
傍
聴
人
の
退
廷
）

第
二
百
一
一
条
裁
判
長
は
、
被
告
人
、
証
人
、
鑑
定
人
、
通

訳
人
又
は
翻
訳
人
が
特
定
の
傍
聴
人
の
面
前
（
証
人
に
つ

（
準
用
規
定
）

第
二
百
十
条
の
七
（
同
上
）

２
法
第
二
百
九
十
二
条
の
二
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る

法
詞
司
割
引
Ｈ
Ｈ
劇
詞
叫
．
に
規
定
す
る
措
置
を
採
る
旨
の
決

定
す
る
方
法
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
）
で
充
分
な
供
述
を

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
思
料
す
る
と
き
は
、
そ
の
供
述

を
す
る
間
、
そ
の
傍
聴
人
を
退
廷
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る

。

置
を
採
る
場
合

い
て
は
、
法
第
ヨ
則
五
Ｊ
Ｔ
お
飼
宋
の
三
第
二
項

、
心
、
８
，
〃
〆

に
規
定
す
る
措

に

規

- l5-
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31
劉
司
副
判
制
制
劇
司
叫
到
に
規
定
す
る
措
置
を
採
る
旨
の
決
定

並
び
に
法
第
二
百
九
十
二
条
の
二
第
六
項
に
お
い
て
準
用

Ｉ
定
に
つ
い
て
は
、
第
百
七
条
の
二
の
規
定
を
準
用
す
る
。

す
る
方
法
に
よ
り
意
見
の
陳
述
を
行
う
旨
の
決
定
に
つ
い

す
る
法１

用
す
る
。

法
第
二
百
九
十
二
条
の
二
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法

条
の
十
二
）

て
も
同
様
と
す
る
。

一
息
見
の
陸

（
公
判
前
整
理
手
続
調
書
の
記
載
要
件
・
法
第
三
百
十
六

の
六
跨
弟
二
踊
浜
吟
胆
鈩

の
二
鑿
罪
圭
ハ
鱈

一
丁
■

長
［
皮
び
第
二
鰭

）
９
冒
一
〃

に
規
定

（
新
設
）

定
に
つ
い
て
は
、
第
百
七
条
の
二
の
規
定
を
準
用
す
る
。

法
第
二
百
九
十
二
条
の
二
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法

詞
司
判
判
刑
判
劇
剰
叫
ヨ
に
規
定
す
る
措
置
を
採
る
旨
の
決
定

及
び
法
第
二
百
九
十
二
条
の
二
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す

（
公
判
前
整
理
手
続
調
書
の
記
載
要
件
・
法
第
三
百
十
六

条
の
十
二
）

り
意
見
の
陳
述
を
行
う
旨
の
決
定
に
つ
い
て
も
同
様
と
す

る
法

る
。

）

に
規
定
す
る
方
法
に
よ
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(配付資料3）

第
二
百
十
七
条
の
十
五
公
判
前
整
理
手
続
調
書
に
は
、
次

第
二
百
十
七
条
の
二
十
九
期
日
間
整
理
手
続
に
つ
い
て
は

２
（
略
）

十
七
決
定
及
び
命
令
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

十
八
（
略
）

一
～
十
六
（
略
）

（
準
用
規
定
）

除
く
。

ｌ

イ
証
拠
調
べ
の
順
序
及
び
方
法
を
定
め
る
決
定
（
法

ロ

を
除
く
。
）

ノ、

へ

略
一

（
法
第
三
百
十
六
条
の
五
第
八
号
）

の
一
惠
弟
一
項
の
華

）
p

ロ
・
ハ
（
同
上
）

十
八
（
同
上
）

２
（
同
上
）

（
準
用
規
定
）

第
二
百
十
七
条
の
二
十
九
期
日
間
整
理
手
続
に
つ
い
て
は

第
二
百
十
七
条
の
十
五
公
判
前
整
理
手
続
調
書
に
は
、
次

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
十
六
（
同
上
）

十
七
決
定
及
び
命
令
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を

除
く
。

イ
証
拠
調
べ
の
順
序
及
び
方
法
を
定
め
る
決
定
（
法

第
三
百
十
六
条
の
五
第
八
号
）

、
』

- 17-



(配付資料3）

条
の
二
十

条
の
十
二
ま
で
の
見
出
し
、
第
二
百
十
七
条
の
十
四
（
見

続
調
書

準
用
す
る

、
↓
則

出
し
を
含
む
。
）
中
「
公
判
前
整
理
手
続
期
日
」
と
あ
る

含
む
。
）

十 ら
第
二
百
十
七
条
の
十
八
ま
で
の
見
出
し
、
第
二
百
十
七

び
同
条
第
一
項
第
十
七
号
イ
、
第
二
百
十
七
条
の
十
六
か

出
し
を
含
む
。
）
、
第
二
百
十
七
条
の
十
五
の
見
出
し
及

み
替
え
る
ほ
か
、

の
は一

款の
見
出
し
、
第
二
百
十
七
条
の
二
十
二
（
見
出
し
を

「
期
日
間
整
理
手
続
期
日
」
と
、
「
公
判
前
整
理
手

ｰ

（
第
二
百
十
七
条
の
十
九
を
除
く
。
）
の
規
定
を

◎

と
あ
る
の
は
「
期
日
間
整
理
手
続
調
書
」
と
読

、

（
見
出
し
を
含
む
。
）
、
第
二
百
十
七
条
の
二

第
二
百
十
七
条
の
二
十
三
の
見
出
し
、
第
二

幸
｝

の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
（
見

第
二
百
十
七
条
の
二
か
ら
第
二
百
十
七

）

、
前
款
（
第
二
百
十
七
条
の
十
九
を
除
く
。
）
の
規
定
を

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
（
見

出
し
を
含
む
。
）
中
「
公
判
前
整
理
手
続
期
日
」
と
あ
る

の
は
「
期
日
間
整
理
手
続
期
日
」
と
、
「
公
判
前
整
理
手

続
調
書
」
と
あ
る
の
は
「
期
日
間
整
理
手
続
調
書
」
と
読

み
替
え
る
ほ
か
、
第
二
百
十
七
条
の
二
か
ら
第
二
百
十
七

条
の
十
二
ま
で
の
見
出
し
、
第
二
百
十
七
条
の
十
四
（
見

出
し
を
含
む
。
）
、
第
二
百
十
七
条
の
十
五
の
見
出
し
及

び
同
条
第
一
項
第
十
七
号
イ
、
第
二
百
十
七
条
の
十
六
か

ら
第
二
百
十
七
条
の
十
八
ま
で
の
見
出
し
、
第
二
百
十
七

条
の
二
十
（
見
出
し
を
含
む
。
）
、
第
二
百
十
七
条
の
二

十
一
の
見
出
し
、
第
二
百
十
七
条
の
二
十
二
（
見
出
し
を

含
む
。
）
、
第
二
百
十
七
条
の
二
十
三
の
見
出
し
、
第
二

；
．

、

- 18-



(配付資料3）

I
条
の
二
十
八
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
』
と
、
第
二

、
第
二
百
十
七
条
の
十
七
中
「
第
一
回
公
判
期
日
」
と
あ

項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
百
十
六
条
の
二
十
三
」
と

れ
ら
の
規
定
の
見
出
し
を
含
む
。
）
、
第
二
百
十
七
条
の

百
十
七
条
の
二
十
五
中
「
法
第
三
百
十
六
条
の
二
十
三
第

し
を
含
む
。
）
中
「
法
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
百
十
六

百
十
七
条
の
二
十
四
及
び
第
二
百
十
七
条
の
二
十
六
（
こ

る
の
は
「
期
日
間
整
理
手
続
終
了
後
の
最
初
の
公
判
期
日

二
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
百
十
六
条
の
二
十
八
第
二

二
十
七
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
並
び
に
前
条
（
見
出

の
十
五
第
一
頃
挙

、
》
ノ
埴
何
画）

百
十
七
条
の
二
十
四
及
び
第
二
百
十
七
条
の
二
十
六
（
こ

れ
ら
の
規
定
の
見
出
し
を
含
む
。
）
、
第
二
百
十
七
条
の

二
十
七
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
並
び
に
前
条
（
見
出

し
を
含
む
。
）
中
「
法
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
百
十
六

条
の
二
十
八
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
」
と
、
第
二

百
十
七
条
の
二
十
五
中
「
法
第
三
百
十
六
条
の
二
十
三
第

二
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
百
十
六
条
の
二
十
八
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
百
十
六
条
の
二
十
三
」
と

、
第
二
百
十
七
条
の
十
七
中
「
第
一
回
公
判
期
日
」
と
あ

る
の
は
「
期
日
間
整
理
手
続
終
了
後
の
最
初
の
公
判
期
日

」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

）

- I9-



(配付資料3）

第
二
百
二
十
二
条
の
十
一

第
二
百
二
十
二
条
の
十
二
法

）

な
い
。

1－－

１項
の

、

た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
書
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら

す
る
地
方
裁
判
所
若
し
く
は
簡
易
裁
判
所
の
裁
判
官
又
は

を
求
め
た
検
察
官
が
所
属
す
る
検
察
庁
の
所
在
地
を
管
轄

そ
の
地
方
裁
判
所
の
所
在
地
（
そ
の
支
部
の
所
在
地
を
含

へ

ｌ

（
同
意
確
認
の
た
め
の
国
選
弁
護
人
選
任
の
請
求
・
法
第

書
面

法 と
読
み

請
求
は
、

の
添
付
・
法

替
え
る
も
の
と
す
る
。

法

詞
ゴ
「
司
封
。
』
銅
の
‐
十
六
第
三
項

第
三
百
五
十
条
の
十
六

即
決
裁
判
手
続
の
申
立
害
に
は

再

） に
定
め
る
手
続
を
し

…

の
確
認

（
書
面
の
添
付
・
法
割
引
。
叫
到
判
剥
司
叫
．
）

第
二
百
二
十
二
条
の
十
一
即
決
裁
判
手
続
の
申
立
書
に
は

第
二
百
二
十
二
条
の
十
二
法

Ｉ

（
同
意
確
認
の
た
め
の
国
選
弁
護
人
選
任
の
請
求
・
法
第

ヨ
刮
判
判
制
剰
剰
叫
ヨ
）

、

法
め
た
検
察
官
が
所
属
す
る
検
察
庁
の
所
在
地
を
管
轄
す
る

地
方
裁
判
所
若
し
く
は
簡
易
裁
判
所
の
裁
判
官
又
は
そ
の

地
方
裁
判
所
の
所
在
地
（
そ
の
支
部
の
所
在
地
を
含
む
。

し、
｡
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
書
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

の
請
求
は
、
法

詞
ゴ
ヨ
ヨ
刻
判
塾
へ
の
二
第
三
項

）

謡
二
二
日
五
‐
Ｔ
冬
へ
の
三
竺
宋
一
躍

に
定
め
る
手
続
を
し
た

の
確
認
を
求

－20－



3）(配付資料

第
二
百
二
十
二
条
の
十
三
そ
の
資
力
（
法
第
三
十
六
条
の

！
）

条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
三
十
一
条
の
二
第
一

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
基
準
額
（
法
第
三
十
六
条
の
三

項
の
申
出
を
す
べ
き
弁
護
士
会
は
法
鐵
ゴ
コ
ヨ
刈
判
劉
剣
叫
荊

第
一
項
に
規
定
す
る
基
準
額
を
い
う
。
第
二
百
八
十
条
の

れ
ば
な
ら
な
い
。

む
。
）
に
在
る
簡
易
裁
判
所
の
裁
判
官
に
こ
れ
を
し
な
け

三
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
上
で
あ
る
被
疑
者
が
法

二
に
規
定
す
る
資
力
を
い
う
。
第
二
百
八
十
条
の
三
第
一

い
て
は
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
七 Ｉ

（
同
意
確
認
の
た
め
の
私
選
弁
護
人
選
任
の
申
出
．
法
第

の
請
求
を
す
る
場
合
に
お

）

な
ら
な
い
・

（
同
意
確
認
の
た
め
の
私
選
弁
護
人
選
任
の
申
出
．
法
第

劃
割
引
判
付
斜
到
叫
ヨ
）

第
二
百
二
十
二
条
の
十
三
そ
の
資
力
（
法
第
三
十
六
条
の

二
に
規
定
す
る
資
力
を
い
う
。
第
二
百
八
十
条
の
三
第
一

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
基
準
額
（
法
第
三
十
六
条
の
三

第
一
項
に
規
定
す
る
基
準
額
を
い
う
。
第
二
百
八
十
条
の

三
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
上
で
あ
る
被
疑
者
が
法

）
に
在
る
簡
易
裁
判
所
の
裁
判
官
に
こ
れ
を
し
な
け
れ
ば

詞
ゴ
コ
ヨ
詞
司
詞
条
の
三
第
一
項

て
は
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
七
条

の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
三
十
一
条
の
二
第
一
項

の
申
出
を
す
べ
き
弁
護
士
会
は
法

、
〕

の
請
求
を
す
る
場
合
に
お
い

第
三
百
五
十
条
の
二
第

-2I -



(配付資料 3）

第
二
百
二
十
二
条
の
十
四
裁
判
所
は
、
即
決
裁
判
手
続
の

。
Ｊ
Ｊ
斗
劉
割
引
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
決
定

該
検
察
庁
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
裁
判
所
と
す
る
。

馴
到
川
制
倒
判
コ
ヨ
側
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
七
条
の
三

対
封
司
斗
詞
の
確
認
を
求
め
た
検
察
官
が
所
属
す
る
検
察
庁

申
立
て
が
あ
っ
た
事
件
に
つ
い
て
、
法
鍋
ゴ
ヨ
ヨ
刺
Ｈ
製
封
剛

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
を
す
べ
き
地
方
裁
判
所
は
当

百
九
十
一
条
第
四
項
の
手
続
に
際
し
、
被
告
人
が
起
訴
状

る
弁
護
士
会
と
し
、
当
該
弁
護
士
会
が
法
罫
引
斗
司
剥
判
河
銅

で
そ
の
申
立
て
を
却
下
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
法
第
二

の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
裁
判
所
の
管
轄
区
域
内
に
在

（
即
決
裁
判
手
続
の
申
立
て
の
却
下
）

第
二
節
公
判
準
備
及
び
公
判
手
続
の
特
例

）

司
斗
詞
の
確
認
を
求
め
た
検
察
官
が
所
属
す
る
検
察
庁
の
所

在
地
を
管
轄
す
る
地
方
裁
判
所
の
管
轄
区
域
内
に
在
る
弁

護
士
会
と
し
、
当
該
弁
護
士
会
が
法
謂
ゴ
コ
ヨ
判
判
封
剰
叫
ヨ

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
七
条
の
三
第
三
項

の
規
定
に
よ
り
通
知
を
す
べ
き
地
方
裁
判
所
は
当
該
検
察

庁
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
裁
判
所
と
す
る
。

第
二
節
（
同
上
）

（
即
決
裁
判
手
続
の
申
立
て
の
却
下
）

第
二
百
二
十
二
条
の
十
四
裁
判
所
は
、
即
決
裁
判
手
続
の

申
立
て
が
あ
っ
た
事
件
に
つ
い
て
、
法
謂
ゴ
ヨ
ョ
刻
刊
型
封
呵

八
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
決
定
で
そ

の
申
立
て
を
却
下
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
法
第
二
百
九

十
一
条
第
四
項
の
手
続
に
際
し
、
被
告
人
が
起
訴
状
に
記

）
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(配付資料3）

第
二
百
二
十
二
条
の
十
五
即
決
裁
判
手
続
の
申
立
て
を
却

２
（
略
）

２
法

「
利
呵
引
副
詞
Ｊ
Ｊ
罰
若
し
く
は
第
二
号
に
該
当
す
る
こ
と
又
は

場
合
の
措
置
・
法

陳
述
を
し
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
記

に
記
載
さ
れ
た
訴
因
に
つ
い

載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

起
訴
状
に
記
載
さ
れ
た
訴
因
に
つ
い
て
有
罪
で
あ
る
旨
の

法
第
二
百
九
十
一
条
第
四
項
の
手
続
に
際
し
、
被
告
人
が

し
な
か
っ
た
場
合
も
、
同
様
と
す
る
。

下
す
る
裁
判
書
に
は
、
そ
の
理
由
が
法
尉
矧
ヨ
割
引
刈
判
剥
荊
例

（
即
決
裁
判
手
続
の
申
立
て
を
却
下
す
る
決
定
等
を
し
た

…
二
十
二

詞
ヨ
コ
ョ
『
型
半
忠
奈
の
二
十
二

て
有
罪
で
あ
る
旨
の
陳
述
を

の
決
定
を
取
り
消
す
裁
判

）

等
酋

載
さ
れ
た
訴
因
に
つ
い
て
有
罪
で
あ
る
旨
の
陳
述
を
し
な

か
っ
た
場
合
も
、
同
様
と
す
る
。

２
（
同
上
）

（
即
決
裁
判
手
続
の
申
立
て
を
却
下
す
る
決
定
等
を
し
た

場
合
の
措
置
・
法
劉
ゴ
ヨ
ヨ
刈
判
剥
剰
叫
川
等
）

第
二
百
二
十
二
条
の
十
五
即
決
裁
判
手
続
の
申
立
て
を
却

下
す
る
裁
判
書
に
は
へ
そ
の
理
由
が
法
詞
ヨ
ゴ
副
劃
Ｊ
馴
詞
刎

川
到
列
司
矧
若
し
く
は
第
二
号
に
該
当
す
る
こ
と
又
は
法
第

二
百
九
十
一
条
第
四
項
の
手
続
に
際
し
、
被
告
人
が
起
訴

状
に
記
載
さ
れ
た
訴
因
に
つ
い
て
有
罪
で
あ
る
旨
の
陳
述

を
し
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
記
載
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
法
詞
ゴ
コ
則
到
Ｈ
封
剰
叫
川
の
決
定
を
取
り
消
す
裁
判
書
に

、
〕
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(配付資料3）

第
二
百
二
十
二
条
の
十
六
裁
判
所
は
、
死
刑
又
は
無
期
若

１
項
第
一
号

主｜
…

す
る
場
合
に
限
る
。
）
と
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
と
き
は
、

書
に
は
、
そ
の

質
的
に
異
な
っ
た
供
述
を
し
た
こ
と
に
よ
り
同
号
に
該
当

る
事
件
以
外
の
事
件
に
つ
い
て
、
即
決
裁
判
手
続
の
申
立

し
く
は
長
期
三
年
を
超
え
る
懲
役
若
し
く
は
禁
鋼
に
当
た

そ
の
旨
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

号
に
つ
い
て
は
、

に
つ
い
て
有
罪
で
あ
る
旨
の
陳
述
と
相
反
す
る
か
又
は
実

て
が
あ
っ
た
と
き
は
、
第
百
七
十
七
条
の
規
定
に
か
か
わ

（
弁
護
人
選
任
に
関
す
る
通
知
・
法
謝
ゴ
コ
ョ
判
Ｈ
封
剰
叫
．

甲

、

第
二
号
又
は
第
四
号
に
該
当
す
る
こ
と
（
同

理
由
が
法

被
告
人
が
起
訴
状
に
記
載
さ
れ
た
訴
因

）

＄

号
、
第
二
号
又
は
第
四
号
に
該
当
す
る
こ
と
（
同
号
に
つ

い
て
は
、
被
告
人
が
起
訴
状
に
記
載
さ
れ
た
訴
因
に
つ
い

て
有
罪
で
あ
る
旨
の
陳
述
と
相
反
す
る
か
又
は
実
質
的
に

異
な
っ
た
供
述
を
し
た
こ
と
に
よ
り
同
号
に
該
当
す
る
場

合
に
限
る
。
）
と
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
旨

を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
弁
護
人
選
任
に
関
す
る
通
知
・
法
割
引
ゴ
印
到
刹
剥
剰
叫
刈

）

第
二
百
二
十
二
条
の
十
六
裁
判
所
は
、
死
刑
又
は
無
期
若

し
く
は
長
期
三
年
を
超
え
る
懲
役
若
し
く
は
禁
鋼
に
当
た

る
事
件
以
外
の
事
件
に
つ
い
て
、
即
決
裁
判
手
続
の
申
立

て
が
あ
っ
た
と
き
は
、
第
百
七
十
七
条
の
規
定
に
か
か
わ

は
、
そ
の
理
由
が
法

）

第
三
百
五
十
条
の
十
一
第
一
項
第
一

－24－



(配付資料3）

第
二
百
二
十
二
条
の
十
七
（
略
）

２
．
３
（
略
）

主｜
ー

が
で
き
な
い
旨
を
も
知
ら
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

期
日
及
び
即
決
裁
判
手
続
に
よ
る
公
判
期
日
を
開
く
こ
と

護
人
を
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
弁
護
人
の
選

任
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
の
ほ
か
、
弁
護
人
が
な

け
れ
ば
法

し
、
被
告
人
に
弁
護
人
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な

ら
ず
、
遅
滞
な
く
、
被
告
人
に
対
し
、
弁
護
人
を
選
任
す

る
こ
と
が
で
き
る
旨
及
び
貧
困
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
弁

い
◎（

弁
護
人
の
な
い
事
件
の
処
置
・
法
詞
ゴ
ヨ
ヨ
刻
荊
鋼
剰
叫
．

第
三
百
五
十
条
の
二
十
二

） の
手
続
を
行
う
公
判

）

第
二
百
二
十
二
条
の
十
七
（
同
上
）

２
．
３
（
同
上
）

け
れ
ば
法
鋼
罰
二
百
零
拍
覗
条
の
八
の
手
続
を
行
う
公
判
期
日

及
び
即
決
裁
判
手
続
に
よ
る
公
判
期
日
を
開
く
こ
と
が
で

き
な
い
旨
を
も
知
ら
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

被
告
人
に
弁
護
人
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

ら
ず
、
遅
滞
な
く
、
被
告
人
に
対
し
、
弁
護
人
を
選
任
す

る
こ
と
が
で
き
る
旨
及
び
貧
困
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
弁

護
人
を
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
弁
護
人
の
選

任
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
の
ほ
か
、
弁
護
人
が
な

（
弁
護
人
の
な
い
事
件
の
処
置
・
法
第
三
百
五
十
条
の
九

）
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(配付資料3）

21 第
二
百
八
十
九
条
（
略
）

第
二
百
二
十
二
条
の
十
八

II
ら
十
四

関
洲
嵐
到
馴
曹
對
１
剣
掛
詞
刊
割
引
刈
州
勢
策
習
二
第
一
項
に
規
定

公
判
期
日
は
、
で
き
る
限
り
、
公
訴
が
提
起
さ
れ
た
日
か

ｕ
剖
判
制
釧
剴
創
叫
同
剖
倒
鋤
劉
副
圃
掴
割
弓
づ
い
て
さ
れ
た
供
述
を

へ

（
書
類
等
の
差
出
）

公
判
期
日
の
指
定

演
察
宮
は
、
前
頭
の
矩

日
以
内
の
日
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

法

法 第
調
到
コ
ヨ
剴
零
芋
十
条
の
二
十
一

一
一
一

百
五
十
条
の
二
十

エ
ｈ
ソ
壮
賜
生
ロ

）

Ⅶ
匪
碧
』
７

一

…

の

（
公
判
期
日
の
指
定
・
法
渕
到
司
司
剰
刊
荊
謂
制
判
制
）

第
二
百
二
十
二
条
の
十
八
法
罰
到
。
司
到
判
制
劉
剰
判
何
の
公
判

期
日
は
、
で
き
る
限
り
、
公
訴
が
提
起
さ
れ
た
日
か
ら
十

四
日
以
内
の
日
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
書
類
等
の
差
出
）

第
二
百
八
十
九
条
（
同
上
）

（
新
設
）

）
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(配付資料3）

3141
ら

な
し、
。

臣
の
生
ロ
釦

△
ロ
圭
匡
哩
斗
ハ

△
画
室
宮
画
‐
扉

目
の
生
ロ
訂

）

へへ

新
設
）

新
設
ー

）

－27－



(配付資料3）

第
二
百
九
十
三
条
裁
判
所
は
、
法
第
四
百
六
十
三
条
第
三

詞
刎
封
雪
圃
を
検
察
官
に
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

、

項
又
は
第
四
百
六
十
五
条
第
二
項
の
通
知
を
し
た
と
き
は

所
‐
掴
封
円
ｕ
鼎
。
割
鯛
叶
瞳
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
書
類
等
の
返
還
）

直
ち
に
第
剴
一
百
八
十
九
条
第

〕
堂
忌
一
門
六
画
奉
壹
一
回
形

一

項

） の
書
類
及
び
証
拠
物

罪
‐
Ｔ
鑿

（
書
類
等
の
返
還
）

第
二
百
九
十
三
条
裁
判
所
は
、
法
第
四
百
六
十
三
条
第
三

項
又
は
第
四
百
六
十
五
条
第
二
項
の
通
知
を
し
た
と
き
は

、
直
ち
に
詞
引
．
副
川
Ｊ
刈
判
調
の
書
類
及
び
証
拠
物
を
検
察

官
に
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

）
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(配付資料3）

第

（
観
護
の
措
置
が
勾
留
と
み
な
さ
れ
る
場
合
の
告
知
等
．
（
観
護
の
措
置
が
勾
留
と
み
な
さ
れ
る
場
合
の
告
知
等
・

法
第
四
十
五
条
第
四
号
等
）
法
第
四
十
五
条
第
四
号
等
）

第
二
十
四
条
の
二
（
略
）
第
二
十
四
条
の
二
（
同
上
）

２
（
略
）
２
（
同
上
）

３
第
一
項
の
裁
判
長
は
、
本
人
に
弁
護
人
を
選
任
す
る
こ
３
第
一
項
の
裁
判
長
は
、
刊
割
劉
訓
訓
樹
割
割
刊
制
廿
劉
判
呵
ゴ

と
が
で
き
る
旨
を
告
げ
る
際
に
、
本
人
に
対
し
、
貧
困
そ

の
他
の
事
由
に
よ
り
自
ら
弁
護
人
を
選
任
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
と
き
は
弁
護
人
の
選
任
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き

る
旨
を
告
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

一
一

条
関

係
ｌ
少
年
審
判
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
三
十
三
号
）

新

）

0

任
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
を
告
げ
る
際
に
、
本
人
に
対
し

、
貧
困
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
自
ら
弁
護
人
を
選
任
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
弁
護
人
の
選
任
を
請
求
す
る
こ

詞
引
詞
司
贈
調
定
す
る
事
件
に
つ
い
て

）

旧

本
人
に
弁
護
人
を
選

－29－



(配付資料3）

4

る は
｡ 、

へ

！
略
…

第
一
一

百
七
条
第
四
項
の
規
定
を
準
用
す

）

4

す
る
。

と
が
で
き
る
旨
を
告
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
お
い
て
は
、
同
法
第
二
百
七
条
第
四
項
の
規
定
を
準
用

Ｉ

へ

同
上
ー

）

こ

の

場
△
口

－30－



(配付資料3）

（
趣
旨
）
（
趣
旨
）

第
一
条
犯
罪
捜
査
の
た
め
の
通
信
傍
受
に
関
す
る
法
律
（
第
一
条
犯
罪
捜
査
の
た
め
の
通
信
傍
受
に
関
す
る
法
律
（

平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う

平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う

。
）
に
よ
る
傍
受
令
状
の
発
付
、
傍
受
が
で
き
る
期
間
の
。
）
に
よ
る
傍
受
令
状
の
発
付
、
傍
受
が
で
き
る
期
間
の

延
長
、
記
録
媒
体
の
封
印
及
び
提
出
、
傍
受
の
原
記
録
の
延
長
、
記
録
媒
体
の
封
印
及
び
提
出
、
傍
受
の
原
記
録
の

保
管
そ
の
他
の
取
扱
い
、
傍
受
の
実
施
の
状
況
を
記
載
し

保
管
そ
の
他
の
取
扱
い
、
傍
受
の
実
施
の
状
況
を
記
載
し

た
書
面
の
提
出
、
法
劉
ｕ
Ｊ
判
須
に
規
定
す
る
通
信
に
該
当
た
書
面
の
提
出
、
法
第
十
四
条
に
規
定
す
る
通
信
に
該
当

す
る
か
ど
う
か
の
審
査
、
通
信
の
当
事
者
に
対
す
る
通
知
す
る
か
ど
う
か
の
審
査
、
通
信
の
当
事
者
に
対
す
る
通
知

を
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
期
間
の
延
長
、
裁
判
所
が
保
を
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
期
間
の
延
長
、
裁
判
所
が
保

第
一
一
一

条
関
係
ｌ
犯
罪
捜
査
の
た
め
の
通
信
傍
受
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
二
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
六
号
）

新

１
》

）

旧
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(配付資料3）

第
三
条
傍
受
令
状
の
請
求
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
及

管
す
る
傍
受
記
録
の
聴
取
及
び
閲
覧
並
び
に
そ
の
複
製
の

な
ら
な
い
。

法
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、

こ
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ

び
傍
受
令
状
発
付
の
要
件
た
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば

作
成
並
び
に
不
服
申
立
て
に
関
す
る
手
続
に
つ
い
て
は
、

五
傍
受
の
実
施
の
方
法
及
び
場
所
剖
剖
凰
劉
刈
須
劉
到
凹
圓

に
よ
る
。

一
～
四
（
略
）

（
傍
受
令
状
請
求
書
の
記
載
事
項
）

釧
刺
恩
判
圃
創
劉
剛
料
凋
州
馴
ｑ
傍
割
詞
剴
詞
施
の
場
所
及
び
指

に
顔
△
口
惇
に
辛
伊

）

ソ
上
山

（
傍
受
令
状
請
求
書
の
記
載
事
項
）

第
三
条
傍
受
令
状
の
請
求
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
及

び
傍
受
令
状
発
付
の
要
件
た
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
・

一
～
四
（
同
上
）

五
傍
受
の
実
施
の
方
法
及
び
場
所

管
す
る
傍
受
記
録
の
聴
取
及
び
閲
覧
並
び
に
そ
の
複
製
の

作
成
並
び
に
不
服
申
立
て
に
関
す
る
手
続
に
つ
い
て
は
、

法
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
。

）
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(配付資料3）

第
四
条

2

主’ ±’
｛
ハへ

I
！

ｌ事項資
料
の
提
供

1

十

へ

略
ー

へ

略 へ

略
ー

ゞ

法
第
四
条
等
…

） Ｆ
呵
匝

勇
可
“

２
（
同
上
）

（
資
料
の
提
供
・
法
第
四
条
等
）

第
四
条
（
同
上
）

一
ハ

（
新
設
）

へ

新
設
）

1

十

へ

） 同
上
ー
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31第
五
条

21
三’ 事

項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

1
ｌ
ｌ
ｌ
１
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
１
１
１
相
当
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
べ
き
資
料
を
も
提
供
し
な
け

q■■■■■■■

へ

’ ’
傍
受
令
状
の
記
載
事
項

一
一

0

法
銅
珂
詞
副
詞
罰
珂
引
剖
割
の

へ

略
兀
一

ー

ー

最

高

裁
判
所
規
則
で
定
め
る

）

第
五
条

（
新
設

へ

、

新
設

一

へ へ

新
設

傍
受
令

次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

… …一
一

ー

ｌ
法
第
六
条

状
の
記
載
事

へ

） 同
上
…

の
白
坂
一
局 項
…

裁
判
所
規
則
で
定
め
る
事
項
は
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第
八
条
法

第
九
条
法

四’ 封
印
上
に
、
封
印
し
た
年
月
日
時
を
記
載
し
て
署
名
押
印

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

受
令
状
の
写
し
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

り
立
会
人
が
記
録
媒
体
を
封
印
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、

お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
及
び
傍

の
規
定
に
よ
り
記
録
媒
体
を
裁
判
官
に
提
出
す
る
場
合
に

一

＄
■■■■■■■

一

一

へ

略
一

（
記
録
媒
体
の
封
印
の
方
法
）

（
傍
受
の
原
記
録
の
提
出
）

処
条
第
四
項
又
憾
鐸

長
一
又
汁
参
堂
未
一
一
鱈

）

の
規
定
に
よ

（
記
録
媒
体
の
封
印
の
方
法
）

第
八
条
法
詞
引
利
呵
調
倒
刊
１
判
の
規
定
に
よ
り
立
会
人
が
記

録
媒
体
を
封
印
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
封
印
上
に
、
封

印
し
た
年
月
日
時
を
記
載
し
て
署
名
押
印
し
な
け
れ
ば
な

（
傍
受
の
原
記
録
の
提
出
）

第
九
条
法
詞
斗
利
荊
鍋
封
到
斗
割
の
規
定
に
よ
り
記
録
媒
体
を

裁
判
官
に
提
出
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事

項
を
記
載
し
た
書
面
及
び
傍
受
令
状
の
写
し
を
添
付
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
・

一
～
三
（
同
上
）

（
新
設
）

ら
な
い
。

）
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21
）

第
十
一
条
法

規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

六
法
劉
判
村
川
副
詞
罰
割
引
割
の
規
定
に
よ
り
傍
受
を
し
た
通

七
（
略
）

一
～
五
（
略
）

（
傍
受
の
実
施
の
状
況
を
記
載
し
た
書
ヨ
刺
謝
の
記
載
事
項

信
に
つ
い
て
法
剃
割
引
Ｈ
州
側
荊
詞
刮
当
劉
の
規
定
に
よ
り
通

信
の
記
録
を
消
去
し
た
と
き
は
、
消
去
し
た
者
の
官
公

職
氏
名
、
消
去
し
た
年
月
日
時
及
び
消
去
し
た
部
分

幻
ブ
○
審
宇
窮

訓
届
浬
各
号
に
帽

雫
不
一
層
雲
華
未
伶
八
日

号
の
最
高
裁
判
所
鰻
印

）

の
最
高
裁
判
所

第
十
一
条
法

規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
～
五
（
同
上
）

六
法
倒
判
呵
ヨ
剰
剰
荊
引
司
倒
の
規
定
に
よ
り
傍
受
を
し
た
通

信
に
つ
い
て
法
倒
割
引
判
斗
引
網
罰
割
引
項
の
規
定
に
よ
り
通

信
の
記
録
を
消
去
し
た
と
き
は
、
消
去
し
た
者
の
宮
公

職
氏
名
、
消
去
し
た
年
月
日
時
及
び
消
去
し
た
部
分

七
（
同
上
）

（
新
設
）

（
傍
受
の
実
施
の
状
況
を
記
載
し
た
書
‐
面
の
記
載
事
項
）

）

市
一
層
浜
騎
乗
九
己

の
最
高
裁
判
所
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31
一’二’一I

）

へ

新
設
ー

）
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41
四’ 三’ 二’司

酬
判
叶
矧
倒
創
目
判
訓
州
引
刺
燭
謂
斗
「
椚
判
凹
銅
第
五
項
の
規
定

副
刈
剴
剖
川
引
刈
副
叫
副
田
圃
調
引
利
祠
ヨ
匁
詞
第
四
項
の
規
定
に
よ
り

職
千
弐
勺
ロ
、
催

ル
ス
型
壼
手
應

宗
一
曜
一
儲
宗
一
［

謡
二
項
第
八
口
巧
の
最
古
同
裁
消
所
媛
印

手
月
日
簿
及
び
猫

首
の
一
目
公
樹
氏
宅

ｰ

、

凸）
録
媒
体
中
欲

第
五
ロ
石
ま

（
新
設
）

）
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第
十
二
条
検
察
官
又
は
司
法
警
察
員
は
、
傍
受
の
実
施
の

引
刊
呵
州
削
剥
劉
判
到
割
の
規
定
又
は
法
倒
到
司
判
４
．
割
創
荊
ゴ
コ
割
（

去
し
た
者
の
官
公
職
氏
名
、
消
去
し
た
年
月
日
時
及
び
消

去
し
た
部
分
を
当
該
裁
判
官
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な Ｉ

状
況
を
記
載
し
た
書
面
を
裁
判
官
に
提
出
し
た
後
、
法
第

法
第
二
十
七
条
第
一
一

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
消
去
命
令
に

よ
り
通
信
の
記
録
を
消
去
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
消

分
と
す
る
。

い
◎ （

傍
受
を
し
た
通
信
の
記
録
消
去
後
の
措
置
）

エ
リ
通
信
欲

獄
”
帝
氏
々
ね
、
蝿

一
項
又
は
第
二
十
八
条
第
三
項

十
月
日
時
及
ひ
魁

）
雪

句

当

に
お
い

（
傍
受
を
し
た
通
信
の
記
録
消
去
後
の
措
置
）

第
十
二
条
検
察
官
又
は
司
法
警
察
員
は
、
傍
受
の
実
施
の

状
況
を
記
載
し
た
書
面
を
裁
判
官
に
提
出
し
た
後
、
法
第

．
ｕ
判
剴
須
對
到
斗
項
の
規
定
又
は
法
割
引
刊
可
刺
劉
盟
詞
司
凰
（

法
荊
イ
コ
川
引
調
對
到
斗
剰
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）
に
規
定
す
る
消
去
命
令
に
よ
り
通
信
の
記
録
を
消
去

し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
消
去
し
た
者
の
官
公
職
氏
名

、
消
去
し
た
年
月
日
時
及
び
消
去
し
た
部
分
を
当
該
裁
判

官
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

）
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第
十
三
条
検
察
官
又
は
司
法
警
察
員
は
、
傍
受
記
録
に
記

な
い
期
間
の
延
長
請
求
の
方
式
）

第
十
四
条
法
謂
剴
刊
付
鍋
封
割
引
劇
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
発

２
．
３
（
略
）

規
定
に
よ
る
通
知
を
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
通
知
書

置
一

保
管
裁
判
官
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

録
さ
れ
て
い
る
通
信
の
当
事
者
に
対
し
、
法
第
三
十
条
の

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
期
間
の
延
長
の
請
求
は
、
書
面
で

の
写
し
を
添
付
し
た
書
面
を
も
っ
て
、
そ
の
旨
を
原
記
録

（
通
信
の
当
事
者
に
対
す
る
通
知
を
し
た
場
合
の
事
後
措

（
通
信
の
当
事
者
に
対
す
る
通
知
を
発
し
な
け
れ
ば
な
ら

）

（
通
信
の
当
事
者
に
対
す
る
通
知
を
し
た
場
合
の
事
後
措

置
）

第
十
三
条
検
察
官
又
は
司
法
警
察
員
は
、
傍
受
記
録
に
記

録
さ
れ
て
い
る
通
信
の
当
事
者
に
対
し
、
法
詞
イ
コ
リ
コ
銅

の
規
定
に
よ
る
通
知
を
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
通
知

書
の
写
し
を
添
付
し
た
書
面
を
も
っ
て
、
そ
の
旨
を
原
記

録
保
管
裁
判
官
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
通
信
の
当
事
者
に
対
す
る
通
知
を
発
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
期
間
の
延
長
請
求
の
方
式
）

第
十
四
条
法
詞
イ
コ
Ｊ
司
鏑
劉
到
司
劉
の
規
定
に
よ
る
通
知
を

発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
期
間
の
延
長
の
請
求
は
、
書
面

で
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
．
３
（
同
上
））

－40－
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第
十
六
条
法
詞
剴
刊
可
．
斜
對
珂
司
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規

第
十
五
条

２
～
４

２
．
３

複
製
の
作
成
は
、
裁
判
所
に
お
い
て
行
う
。
た
だ
し
、
原

定
に
よ
る
傍
受
の
原
記
録
の
聴
取
及
び
閲
覧
並
び
に
そ
の

定
に
よ
る
傍
受
の
原
記
録
の
聴
取
若
し
く
は
閲
覧
又
は
そ

記
録
保
管
裁
判
官
が
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、

で
な

し、
｡

の
複
製
の
作
成
の
請
求
は
、

へ へ

傍
受
の
原
記
録
等
の
聴
取
及
び
閲
覧
等

傍
受
の
原
記
録
の
聴
取
及
び
閲
覧
等
の
請
求
の
方
式

し、
。

へ へ

略略 法
謝
剴
刊
刊
。
封
劇
呵
訓
劇
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規

… ー

書

面
で
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

）

ー

こ
の
限
り …

い
・

２
．
３
（
同
上
）

（
傍
受
の
原
記
録
等
の
聴
取
及
び
閲
覧
等
）

第
十
六
条
法
詞
斗
刊
荊
到
封
劇
珂
『
劇
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規

第
十
五
条

２
～
４

複
製
の
作
成
は
、
裁
判
所
に
お
い
て
行

定
に
よ
る
傍
受
の
原
記
録
の
聴
取
及
び
閲
覧
並
び
に
そ
の

定
に
よ
る
傍
受
の
原
記
録
の
聴
取
若
し
く
は
閲
覧
又
は
そ

の
複
製
の
作
成
の
請
求
は
、
書
面
で
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

記
録
保
管
裁
判
官
が
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、

で
な
い
。

へ

傍
受
の
原
記
録
の
聴
取
及
び
閲
覧
等
の
請
求
の
方
式
）

へ

法同
上）

1
ー

か
ら
第
五
項
ま
で
の
規

壷
呵
ジ
。

た
だ
し
、
原

こ

の

限
り

－41 －
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第
十
七
条
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
検
察
官
は
、
速
や
か

５
法
詞
ヨ
ｕ
１
引
鍋
の
規
定
に
よ
る
傍
受
記
録
の
聴
取
若
し

官
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
法
謝
ゴ
コ
川
句
調
に
規
定
す
る
罪
に
係
る
被
疑
事
件
に

く
は
閲
覧
又
は
そ
の
複
製
の
作
成
に
関
す
る
手
続
の
う
ち

、
裁
判
所
が
保
管
す
る
傍
受
記
録
に
係
る
手
続
に
つ
い
て

に
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
旨
を
当
該
傍
受
の
原
記
録
保
管
裁
判

は
、
前
各
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

一

●

一

一

へ

略
一

（
傍
受
の
原
記
録
の
保
管
に
関
す
る
通
知
）

終
結
し
た
と
き
及
び
右
の
罪
に
係
る
被
疑
事
件
に
つ
い

て
刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号

つ
い
て
公
訴
が
提
起
さ
れ
た
と
き
、
当
該
被
告
事
件
が

）

第
十
七
条
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
検
察
官
は
、
速
や
か

５
法
詞
斗
利
刃
叫
鋼
の
規
定
に
よ
る
傍
受
記
録
の
聴
取
若
し

に
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
旨
を
当
該
傍
受
の
原
記
録
保
管
裁
判

官
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

く
は
閲
覧
又
は
そ
の
複
製
の
作
成
に
関
す
る
手
続
の
う
ち

、
裁
判
所
が
保
管
す
る
傍
受
記
録
に
係
る
手
続
に
つ
い
て

は
、
前
各
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

三
法
劉
剴
利
祠
須
に
規
定
す
る
罪
に
係
る
被
疑
事
件
に
つ

い
て
公
訴
が
提
起
さ
れ
た
と
き
、
当
該
被
告
事
件
が
終

結
し
た
と
き
及
び
右
の
罪
に
係
る
被
疑
事
件
に
つ
い
て

刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）

一
・
二
（
同
上
）

（
傍
受
の
原
記
録
の
保
管
に
関
す
る
通
知
）

）
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…

第
二
百
六
十
二

条
第
一

項
の
請
求
が
さ
れ
た
と
き
。

）

－

第
二
百
六
十
二
条
第
一
項
の
請
求
が
さ
れ
た
と
き
。

）

－43－
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（
証
人
等
の
尋
問
調
書
）
（
証
人
等
の
尋
問
調
書
）

第
四
十
四
条
（
略
）
第
四
十
四
条
（
同
上
）

２
刑
事
訴
訟
規
則
第
三
十
八
条
の
調
書
に
は
、
同
条
第
二
２
刑
事
訴
訟
規
則
第
三
十
八
条
の
調
書
に
は
、
同
条
第
二

項
（
第
八
号
を
除
く
。
）
に
規
定
す
る
事
項
の
ほ
か
、
次
項
（
鋼
川
口
罰
を
除
く
。
）
に
規
定
す
る
事
項
の
ほ
か
、
次

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
三
（
略
）
一
～
三
（
同
上
）

３
．
４
（
略
）
３
．
４
（
同
上
）

（
公
判
調
書
）
（
公
判
調
書
）

第
四
十
六
条
公
判
調
書
に
は
、
刑
事
訴
訟
規
則
第
四
十
四
第
四
十
六
条
公
判
調
書
に
は
、
刑
事
訴
訟
規
則
第
四
十
四

附
則
第
二
条
関
係
Ｉ
裁
判
員
の
参
加
す
る
刑
事
裁
判
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
九
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
七
号
）

新

、
匙
Ｄ
Ｊ
，
〃

）

旧
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2

条し、
◎
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

－

1

七

へ

忌
詞
引
矧
副
詞
．
判
仙
割
引
を
除
く
。
）
に
規
定
す
る
事
項

略
ー

へ

略
）

）

2．

条い
◎
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

一

；

七

へ

（
詞
到
剖
割
詞
訓
利
呵
制
割
引
を
除
く
。
）
に
規
定
す
る
事
項

同
上
営

へ

） 同
上も

…

－45－
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（
公
判
期
日
外
の
被
告
人
の
供
述
を
求
め
る
手
続
・
法
第
（
公
判
期
日
外
の
被
告
人
の
供
述
を
求
め
る
手
続
・
法
第

二
十
六
条
）
二
十
六
条
）

第
八
条
刑
事
訴
訟
規
則
第
三
十
八
条
（
第
二
項
第
二
号
及
第
八
条
刑
事
訴
訟
規
則
第
三
十
八
条
（
第
二
項
第
二
号
及

び
第
四
号
か
ら
第
十
号
ま
で
並
び
に
第
七
項
を
除
く
。
）
ぴ
第
四
号
か
ら
第
九
号
ま
で
並
び
に
第
七
項
を
除
く
。
）

、
第
四
十
条
、
第
四
十
二
条
第
一
項
本
文
、
第
五
十
二
条
、
第
四
十
条
、
第
四
十
二
条
第
一
項
本
文
、
第
五
十
二
条

の
二
、
第
五
十
二
条
の
四
、
第
五
十
二
条
の
五
第
一
項
、
の
二
、
第
五
十
二
条
の
四
、
第
五
十
二
条
の
五
第
一
項
、

第
五
十
二
条
の
六
、
第
五
十
二
条
の
十
四
、
第
五
十
二
条
第
五
十
二
条
の
六
、
第
五
十
二
条
の
十
四
、
第
五
十
二
条

の
十
五
第
一
項
、
第
五
十
二
条
の
十
六
、
第
百
六
条
（
第
の
十
五
第
一
項
、
第
五
十
二
条
の
十
六
、
第
百
六
条
（
第

附
則
第
三
条
関
係
Ｉ
不
正
競
争
防
止
法
第
二
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
件
に
係
る
刑
事
訴
訟
手
続
の
特
例
に
関
す
る
規
則

（
平
成
二
十
三
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
四
号
）

新

）

）

旧
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(配付資料3）

２
．
３
（
略
）

げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

述
を
求
め
る
手
続
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

び
第
百
七
十
八
条
の
十
一
の
規
定
は
、
法
第
二
十
六
条
第

百
八
条
、
第
百
九
条
、
第
百
十
四
条
、
第
百
二
十
六
条
及

の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲

い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
規
則
の
規
定
中
同
表

｜
項
の
規
定
に
よ
る
公
判
期
日
外
に
お
い
て
被
告
人
の
供

一
項
た
だ
し
書
、
第
二
項
及
び
第
四
項
を
除
く
。
）
、
第

（
表
略
）

）

一
項
た
だ
し
書
、
第
二
項
及
び
第
四
項
を
除
く
。
）
、
第

百
八
条
、
第
百
九
条
、
第
百
十
四
条
、
・
第
百
二
十
六
条
及

び
第
百
七
十
八
条
の
十
一
の
規
定
は
、
法
第
二
十
六
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
公
判
期
日
外
に
お
い
て
被
告
人
の
供

述
を
求
め
る
手
続
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
規
則
の
規
定
中
同
表

の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲

げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
同
上
）

２
．
３
（
同
上
）

、
、
、
ｌ
〃
〃
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